
≪Concur Invoice連携機能 利用特約≫ 

株式会社インフォマート（以下「甲」といいます。）が提供するBtoBプラットフォームその

他の各種サービス（以下｢甲サービス｣といいます。）のうちBtoBプラットフォーム請求書サ

ービス（以下「本請求書サービス」といいます。）のオプションサービスであるConcur Invoice

連携機能（以下「Concur連携機能」といいます。）の利用を希望する申込者（以下「乙」と

いいます。）は、甲サービスに適用されるサービス利用規約の本則及び乙が利用する甲サー

ビスの種類・性質に応じて該当する特約の他、以下の特約（以下、これらを合わせて「本規

約」といいます。）に従い、Concur連携機能を利用するものとします。 

 

第 1条（利用の条件） 

Concur連携機能は、乙が、本請求書サービス及び本請求書サービスの連携サービスである株

式会社コンカー（以下「連携サービス事業者」といいます。）の提供する「Concur Invoice」

サービス（以下｢本連携サービス｣といいます。）を既に利用している場合に提供されるもの

とします。乙は、本規約を承諾の上、甲所定の申込手続（以下「本申込」といいます。）に

よりConcur連携機能の利用を甲に申込み、甲が本申込を承諾した場合、甲乙間において、本

申込における利用申込書又は甲所定の申込フォーム及び本規約に記載された内容を契約内

容とするConcur連携機能の利用契約が成立し、乙はConcur連携機能を利用することができ

るものとします。 

 

第 2条（解約） 

甲及び乙は、解約希望月の1ヶ月前までに相手方に対し甲所定の手続で解約の申し入れをす

ることにより、Concur連携機能の利用契約を終了できるものとします。 
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